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日本たばこ産業株式会社 関西工場
２R及び分別リサイクル活動について
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取り組み内容（目次）

①工場内リサイクル分別箱の設置。廃棄物を細分化し有価物取引量増を推進

②新入社員、配転者へのごみ分別教育の実施

③分別違反について環境管理委員会での全体発信

④巡回による廃棄物分別状況チェック

⑤有価物取引量の増
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①工場内リサイクル分別箱の設置。廃棄物を細分化し有
価物取引量増を推進

工場内のごみ箱については「リサイクル分別箱」として、細目毎のごみ箱を設置しています。（右 写真）

ゴミ箱の近くにごみ分別判定表を設置し、誤廃棄の対策を実施中です。（左 表）
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◇　関西工場ゴミ分別判定表

↓ごみの種類 ↓ごみ箱の表示

飲料用空き缶 生ゴミ

　　※ラップ、アルミカップ、ティーバッグ等の

ビン 　　　異物を含むものは取り除いてください。

透明・白

茶色 ガラス・陶磁器等のワレモノ

緑・その他色

ふた 乾電池

ペットボトル ※ペットボトルの中にゴミを入れないこと 蛍光灯 ×

ラベル 　　※文具センターorエコステーションAの所定場所へ

キャップ

ボトル本体 スプレー缶・金属類

　　※飲料容器は飲み残しがないように！！（洗う必要はありません） 　　※スプレー缶の中身は使い切ってください。
　　　エコステーションには穴開け用具があります。

紙コップ・コピー紙・たばこの箱 古紙回収BOX

たばこ包装フィルム ライター

たばこ包装用アルミ 　　※分解不要です。ガスが残っていても可。

RRP＿カプセル 　　　未使用品の廃棄は不可

RRP＿カートリッジ その他の可燃ごみ

廃プラスチック（樹脂等）
　　※樹脂・木製等の「可燃物」に限ります。
　　　水分を含むものは十分に水切りしてください。
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②新入社員、配転者へのごみ分別教育の実施

JT関西工場の環境方針を新入社員、配転者のオリエンテーション時に説明し、廃棄物分別の理解を促進しています。

屋外の廃棄物置き場についても実際に足を運び、分別の大切さを伝えています。
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私たちは、「たばこ造り」を通して

お客様に信頼される工場を目指すため

安全第一

にお客様満足度の向上と地球に優しい事業活動に

積極的に取り組みます。

１．労働安全衛生、品質、環境のマネジメントシステムを維持します。

更に、定期的な内部監査やマネジメントレビューにより継続的な改善に努めます。

２．法規制ならびにその他協定などを順守します。

必要に応じ自主基準を設け、労働災害、環境の保全・汚染の予防に努めます。

３．達成すべき目標を明確にし、計画的に安全衛生・製品品質改善・環境保全の

活動を推進します。 重点課題として、以下の項目に取組みます。

(1) 安全衛生に関するリスクの低減

(2) 製品品質の向上

(3) 省資源、省エネルギーの推進

(4) スキルとマインドの向上
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③分別違反について環境管理委員会での全体発信

直近の分別違反は、プリンター廃棄の際にトナーの

抜き取りがされていないものがありました。

廃棄物の誤廃棄は全担当に関わる問題なので、

毎朝の会議にて右の写真のような内容を連絡しています。

月1回開催している環境管理委員会では分別違反の再発防止

に向けて意見交換を実施、対策につなげています。
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④巡回による廃棄物分別状況チェック
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定期的に部内メンバーによる巡回を実施。

構内屋外にある廃棄物置き場3カ所について

臭気、荷崩れ、異臭等のチェックを実施。

問題があれば上席に連絡する運用を継続中。
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⑤有価物取引量の増
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今後の取り組み

１ たばこの葉屑について現行はサーマルリサイクルとなっており処理の際にCO2が発生しています。

今後は肥料化等の有価物化を目指し、地球環境負荷低減を図っていきます。

２ たばこ製品の包装材料について分別強化し、有価物取引量を増やしていきます。

2030年までに全廃棄物の内、50%を有価物として排出できるよう

今後も分別・リサイクル活動を推進します！




